
































































































2022年合格目標【マン管・管理業】基本講義ミニテスト 

              
＜ＴＡＣ＞無断複製・無断転載等を禁じます。  

    252-6901-1065-14 

マンション管理士 
ミニテスト 

民 法 ・ 区 分 

管理業務主任者 第 １ 回 問 題 
  
 

民法の規定及び判例に基づき、次の記述の正誤（○・×）を判断しなさい。 

契 約 

【問 １】 契約は、申込みに対して相手方が承諾をしたときに成立し、原則として、

契約書を作成することを要しない。 

【問 ２】 賃貸借契約や請負契約は有償・双務契約であるのに対し、贈与契約や使

用貸借契約は無償・片務契約である。 

制限行為能力者 

【問 ３】 未成年者がその法定代理人の同意を得ずに単独で行ったマンションの売

買契約は、取り消すことができる。 

【問 ４】 成年被後見人が成年後見人の同意を得て行ったマンションの売買契約は、

取り消すことができない。 

【問 ５】 成年後見人が、成年被後見人に代わって、成年被後見人が所有する居住

の用に供するマンションを売却する場合には、成年被後見人の同意を得な

ければならない。 

【問 ６】 被保佐人がその所有するマンションを保佐人の同意を得ずに売却した場

合、当該売買契約を取り消すことができる者は、被保佐人に限られている。 

【問 ７】 被保佐人が単独で自己の所有するマンションを売却した場合、その相手

方は、保佐人に対し、当該行為を追認するか否かを確答すべき旨を催告す

ることができ、一定期間内に保佐人が確答しないときは、当該行為は追認

されたものとみなされる。 

【問 ８】 法律行為をした時に意思能力を有しなかった者がした契約は無効となり、

意思能力を有しなかった者は、相手方を原状に復させる義務を負う。    

【問 ９】 制限行為能力者が、自分を行為能力者であると偽って契約を締結した場

合、制限行為能力者であることを理由として当該契約を取り消すことはで

きない。 

意思表示 

【問 10】 Ａが、Ｂに対して、本心では売るつもりがないのに自己所有のマンショ

ンを売却する旨の意思表示をした場合、Ａの意思表示が真意でないことを

Ｂが過失により知らなかったとしても、ＡＢ間の売買契約は有効である。 
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【問 11】 Ａが、Ｂに対して、本心では売るつもりがないのに自己所有のマンショ

ンを売却する旨の意思表示をした場合、Ａの意思表示が真意でないことを

Ｂが知っていたときは、ＡＢ間の契約は無効であり、この無効は善意の第

三者に対抗することができる。 

【問 12】 Ａの所有するマンションに係るＡＢ間の売買契約が通謀虚偽表示である

場合、Ｂがそのマンションを善意のＣに売却したとしても、Ｃに過失があ

るときは、Ａは、ＡＢ間の売買契約の無効をＣに対抗することができる。 

【問 13】 Ａは、Ｂ所有のマンションを購入したが、Ａの意思表示には意思表示に

対応する意思を欠く錯誤があった。この場合、その錯誤が法律行為の目的

及び取引上の社会通念に照らして重要なものでなくても、Ａは、Ｂに対し、

契約の取消しを主張できる。 

【問 14】 Ａは、Ｂ所有のマンションを購入したが、Ａの購入の意思表示は法律行

為の基礎とした事情についてのその認識が真実に反する錯誤によってなさ

れていた。この場合、その事情が法律行為の基礎とされていることが表示

されていなくても、Ａは、Ｂに対し、契約の取消しを主張できる。 

【問 15】 Ａは、その所有するマンションをＢに売却したが、Ａの意思表示には錯

誤があり、取り消すことができる場合、この取消しは、善意無過失でＢか

らそのマンションを買い受けたＣに対抗することができない。 

代 理 

【問 16】 代理人が本人のためにすることを示さないで代理行為をした場合、相手

方が本人のためにすることを知っていたときに限り、当該行為の効果は、

本人と代理人との間に直接生じる。 

【問 17】 制限行為能力者が他の制限行為能力者の法定代理人としてした行為は、

その行為能力の制限を理由として、取り消すことができる。 

【問 18】 任意代理の場合、本人に補助開始の審判があると、代理権は消滅する。 

【問 19】 ＡがＡ所有のマンションの売買に関する代理権をＢに与えた場合、Ｂは、

Ａの許諾がなくても、買主Ｃの代理人として有効に売買契約を締結できる。 

【問 20】 特定の法律行為をすることを委託された代理人がその行為をした場合、

本人は、自ら知っていた事情について代理人の不知を主張することはでき

ないが、過失によって知らなかった事情については、その不知を主張する

ことができる。 
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契 約 

【問 １】○ 契約は、申込みに対して相手方が承諾をしたときに成立し（民

法522条１項）、法令に特別の定めがある場合を除き、書面の作成

その他の方式を具備することを要しない（同２項）。 

【問 ２】○ 契約の内容に対価等の支払いのあるものを有償契約といい、ない

ものを無償契約という。また、契約当事者双方がそれぞれ義務を

負う契約を双務契約といい、一方だけが義務を負う契約を片務契約

という。賃貸借契約・請負契約は有償・双務契約であり、贈与契

約・使用貸借契約は無償・片務契約である。 

制限行為能力者 

【問 ３】○ 未成年者が法定代理人の同意を得ずに単独でした法律行為は、

原則として取り消すことができる（５条１項・２項）。 

【問 ４】× 成年後見人には同意権がないので、その同意を得て行った契約

であっても、取り消すことができる（９条）。 

【問 ５】× 成年後見人が、成年被後見人に代わって、その居住の用に供す

る建物又はその敷地について、売却等の処分をするには、家庭裁

判所の許可を得なければならない（859条の３）。 

【問 ６】× マンションの売却は重要な財産上の行為として保佐人の同意を

必要とし（13条１項３号）、同意がない場合は取り消すことがで

きる（同４項）。そして、取消しは、本人である被保佐人だけで

なく、同意できる者として保佐人もすることができる（120条１

項）。 

【問 ７】○ 制限行為能力者の相手方は、法定代理人、保佐人又は補助人に

対し、１ヵ月以上の期間を定め、その期間内に追認するか否かを

確答すべき旨の催告をすることができ、催告を受けた者が、確答

を発しないときには、「追認」したものとみなされる（20条２項）。 

【問 ８】× 意思能力を有しない者がした法律行為は無効となり（３条の

２）、法律行為の時に意思能力を有しなかった者は、現に利益を

受けている限度において返還の義務を負う（121条の２第３項）。 

【問 ９】○ 制限行為能力者が、自分を行為能力者であると信じさせるため

の詐術を用いた場合には、その制限行為能力を理由として、その

行為を取り消すことはできない（21条）。 
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意思表示 

【問 10】× 心裡留保による意思表示は、原則として有効であるが、相手方

が真意でないことを知っていた場合、又は注意すれば知ることが

できた場合は無効となる（93条１項）。 

【問 11】× 心理留保による意思表示の相手方が悪意・有過失である場合、

その意思表示は無効となるが（93条１項）、この無効は、「善意」

の第三者に対抗することができない（同２項）。 

【問 12】× 通謀虚偽表示による意思表示は無効であるが（94条１項）、こ

の無効は、「善意」の第三者に対抗することができない（同２項）。 

【問 13】× 意思表示に対応する意思を欠く錯誤に基づく意思表示は、その

錯誤が法律行為の目的及び取引上の社会通念に照らして「重要な

ものである」ときは、取り消すことができる（95条１項１号）。 

【問 14】× 法律行為の基礎とした事情についてのその認識が真実に反する

錯誤（動機の錯誤）による意思表示の取消しは、その事情が法律

行為の基礎とされていることが「表示されていたときに限り」、

することができる（95条２項・１項２号）。 

【問 15】〇 錯誤に基づく意思表示は取り消すことができるが（95条１項）、

この取消しは、善意でかつ過失がない第三者に対抗することがで

きない（同３項）。 

代 理 

【問 16】× 代理人が本人のためにすることを示さずにした意思表示は、相

手方が、代理人が本人のためにすることを知り、又は知ることがで

きたときは、本人に直接効力を生ずる（100条、99条１項）。 

【問 17】○ 制限行為能力者が任意代理人としてした行為は、行為能力の制

限によっては取り消すことができないが（102条本文）、制限行為

能力者が他の制限行為能力者の法定代理人としてした行為につい

ては、この限りではない（同ただし書）。 

【問 18】× 任意代理の場合、代理権の消滅原因は、本人については「死亡」

「破産手続開始の決定」のみである（111条、653条）。 

【問 19】× 同一の法律行為について、当事者双方の代理人としてした行為

は、代理権を有しない者がした行為とみなされるが、本人があら

かじめ許諾した行為は、有効にすることができる（108条１項）。 

【問 20】× 意思表示の瑕疵の有無等は、代理人を基準として判断されるが、

本人から特定の法律行為をすることを委託されて行う代理人の代

理行為については、本人の知・不知が反映され、過失によって知

らなかった事情についても、その不知を主張することはできない

（101条３項）。 
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